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審決 

 

不服２０１７－１３７０８ 

 

 東京都渋谷区渋谷三丁目２９番１４号 

 請求人 株式会社三共 

 

 （省略） 

 代理人弁理士 特許業務法人深見特許事務所 

 

 

 特願２０１５－９１２８８号「遊技機」拒絶査定不服審判事件〔平成２８年

１２月８日出願公開、特開２０１６－２０２７９５号〕について、次のとおり

審決する。 

 

 結論 

 本件審判の請求は、成り立たない。 

 

 理由 

１ 手続の経緯 

 本願は、平成２７年４月２８日の出願であって、平成２９年４月１３日付け

で拒絶の理由が通知され、同年６月１２日に意見書および手続補正書が提出さ

れたところ、同年６月２３日付けで拒絶査定がなされ、それに対して、同年９

月１４日に拒絶査定不服審判の請求がなされると同時に手続補正がなされたも

のである。 

 一方、当審において、平成３０年５月２９日付けで拒絶の理由が通知され、

同年７月２６日に意見書および手続補正書が提出されたところである。  

 

２ 本願発明 

 本願の請求項２に係る発明（以下「本願発明」という。）は、平成３０年７

月２６日付けの手続補正書により補正された、特許請求の範囲の請求項２に記

載されたとおりのものである（当審においてＡ～Ｆに分説した。）。 

 

「【請求項２】 

Ａ 変動表示を行ない、遊技者にとって有利な有利状態に制御可能な遊技機で

あって、 

Ｂ 変動表示に関する特定表示を表示可能な特定表示手段と、 

Ｃ 前記特定表示の表示態様を変化させる変化演出を実行可能な変化演出実行

手段と、 

Ｄ 前記特定表示に対して予告画像を付加する付加演出を実行可能な付加演出

実行手段とを備え、 

Ｅ 前記変化演出および前記付加演出では、演出の開始時の演出態様が共通し、 

Ｆ 前記演出の開始時の演出態様として、前記変化演出および前記付加演出で、
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前記変化演出を実行するか前記付加演出を実行するかを遊技者が特定不能な態

様の同一キャラクタの画像を表示した後に、前記変化演出または前記付加演出

に分岐する、遊技機。」 

 

３ 当審の平成３０年５月２９日付け拒絶の理由の概要 

（１）理由１ 

 本願の請求項２に係る発明は、その出願前日本国内において頒布された特開

２０１４－２３６８１４号公報（以下「引用例１」という。）に記載された発

明であるから、特許法第２９条第１項第３号に該当し、特許を受けることがで

きない。 

（２）理由２ 

 本願の請求項１および２に係る発明は、その出願前に日本国内又は外国にお

いて頒布された引用例１および特開２０１５－７７１７２号公報（以下「引用

例２」という。）に記載された発明に基づいて、その出願前にその発明の属す

る技術の分野における通常の知識を有する者が容易に発明をすることができた

ものであるから、特許法第２９条第２項の規定により特許を受けることができ

ない。  

（３）理由３ 

 本願の請求項１および２に係る発明は明確でなく、本願の特許請求の範囲の

記載は特許法第３６条第６項第２号に規定する要件を満たしていない。  

 

４ 引用例 

（１）引用例１ 

ア 引用例１の記載事項 

 当審の拒絶の理由に引用文献１として引用された引用例１には、図面ととも

に以下の（１－１）～（１－６）の事項が記載されている。 

 

（１－１）「【００１２】 

 以下、適宜図面を参照しつつ、本発明の一実施形態に係るパチンコ遊技機１

ついて説明する。」 

 

（１－２）「【００６０】 

 次に、ステップＳ４において、ＣＰＵ１０１は、第１特別図柄抽選又は第２

特別図柄抽選を実行し、第１特別図柄表示器４ａ又は第２特別図柄表示器４ｂ

に特別図柄を変動表示させた後にこれらの抽選結果を示す停止図柄を表示させ、

演出制御部４００へ各種コマンドを送信等するための特別図柄処理を実行する。

この特別図柄処理については、図７を用いて後に詳述する。 

・・・ 

【００６２】 

 次に、ステップＳ６において、ＣＰＵ１０１は、ステップＳ４の特別図柄処

理で特別図柄抽選に当選したと判定された場合（大当りした場合）等に、大入

賞口開閉部１１５を制御して大入賞口２３に所定の開閉動作を行わせ、又、い
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わゆる大当り遊技演出等に関する各種コマンドを演出制御部４００に対して送

信等するための大入賞口処理を実行する。この処理によって、大当り遊技（特

別遊技）が進行され、遊技者は多量の賞球を獲得可能となる。」 

 

（１－３）「【０１３６】 

 ステップＳ１１５において、ＣＰＵ４０１は、ステップＳ１１４の処理で受

信した報知演出開始コマンドに応じて、画像音響制御部５００等に指示して、

画像表示部６等による報知演出を開始等する報知演出実行処理を行う。また、

ＣＰＵ４０１は、開始する報知演出の実行中に、保留画像変化示唆演出又は変

動権利画像変化示唆演出が実行されることがステップ１１３の処理によって設

定されている場合には、設定された内容の演出をこの報知演出で実行する。」 

 

（１－４）「【０１７５】 

 まず、本実施形態による特徴的動作の具体的な説明の前に、図１６を用いて、

パチンコ遊技機１において行われる装飾図柄の変動表示、保留画像の表示、お

よび変動権利画像の表示の概要について説明する。・・・なお、以下では、特

別図柄抽選として第１特別図柄抽選が行われ、又、保留画像として第１特別図

柄抽選が保留されていることを示す画像が表示されると共に変動権利画像とし

て第１特別図柄抽選が実行されていることを示す画像が表示される場合を例に

説明するが、特別図柄抽選として第２特別図柄抽選が行われる場合も同様であ

る。 

【０１７６】 

 まず、図１６（１）に示すように、画像表示部６の表示画面（以下、単に、

画像表示部６という）には、装飾図柄ＤＩ（ＤＩ１～ＤＩ３）、保留画像ＲＩ

（ＲＩ１～ＲＩ４）、変動権利画像ＫＩ、ステージＳＴ（ＳＴ０～ＳＴ４）が

表示される。装飾図柄ＤＩは、３つの（３列の）装飾図柄ＤＩ１～ＤＩ３から

構成されて画像表示部６に表示される。より具体的には、左側に左装飾図柄Ｄ

Ｉ１が表示され、右側に右装飾図柄ＤＩ２が表示され、中央に中装飾図柄ＤＩ

３が表示される。この左右中装飾図柄ＤＩ１～ＤＩ３は、特別図柄の変動表示

に応じて（変動表示に同期して）変動表示される。」 

 

（１－５）「【０１８９】 

 保留画像変化示唆演出が開始された場合、図２０（１）に示すように、画像

表示部６の右側にキャラ画像（星を持った蜂）が表示される。同様に、変動権

利画像変化示唆演出が開始された場合も、図２０（１）に示すように、画像表

示部６の右側にキャラ画像（星を持った蜂）７００が表示される。このように、

保留画像変化示唆演出が開始された場合と、変動権利画像変化示唆演出が開始

された場合とで、同じように、画像表示部６の右側にキャラ画像（星を持った

蜂の画像）７００が表示される。このことから、遊技者は、演出が開始された

段階では、保留画像変化示唆演出が開始されたのか、変動権利画像変化示唆演

出が開始されたのか判らない。なお、図２０（１）では、一例として、蜂の持

つ星の色は緑色である（図１８、図１９参照）。 
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【０１９０】 

 以下では、まず、図２１及び図２２を用いて、保留画像変化示唆演出につい

て説明する。保留画像変化示唆演出が開始された場合、図２０（１）に示すよ

うに画像表示部６の右側に星を持った蜂７００が表示された後に、アイテム投

げ演出が実行される場合には、図２１（１）に示すように、保留画像ＲＩ０

（図示なし）が移動した変動権利画像ＫＩに対応する装飾図柄の変動中（報知

演出中）において、蜂が緑色の星を投げる。そして、図２１（２）に示すよう

に投げた星が保留画像に当った場合には、図２１（３）に示すように星が当っ

た通常表示態様の保留画像が星の色と同じ色の先読み予告表示態様に変化する。

図２１（１）～（３）の例では、アイテム投げ演出として、投げられた緑色の

星が白色の保留画像ＲＩ３に当って保留画像ＲＩ３が緑色の先読み予告表示態

様に変化している。このことによって、遊技者は、保留画像ＲＩ３に対応する

報知演出（特別図柄抽選）において、大当りする可能性が或る程度高いこと

（信頼度１０％：図１９参照）を前もって知り期待して楽しむことができる。 

・・・ 

【０１９３】 

 次に、図２３を用いて、変動権利画像変化示唆演出について説明する。変動

権利画像変化示唆演出が開始された場合、図２０（１）に示すように画像表示

部６の右側に星を持った蜂が表示された後に、図２３（１）に示すように、保

留画像ＲＩ０（図示なし）が移動した変動権利画像ＫＩに対応する装飾図柄の

変動中（報知演出中）において、蜂が緑色の星を投げる。・・・一方、図２３

（４）に示すように投げた星が変動権利画像に当った場合には、図２３（５）

に示すように星が当った変動権利画像が予告表示態様に変化して（つまり、装

飾図柄の一部を覆い隠すように燃え上がって）、現在実行中の報知演出におい

て擬似連演出が実行されることが報知される。このことによって、遊技者は、

現在実行中の報知演出（今回の特別図柄抽選）において、擬似連演出が実行さ

れ、大当りする可能性が或る程度高いこと（例えば、信頼度５％）を知って期

待して楽しむことができる。 

・・・ 

【０１９５】 

 以上に説明したように、本実施形態では、保留画像変化示唆演出および変動

権利画像変化示唆演出において、同じキャラ画像（星を持った蜂：図１８参照）

が、保留画像を表示する領域（ＳＴ１～ＳＴ４）に表示された保留画像（ＲＩ

１～ＲＩ４）を先読み予告表示態様（図１７（２）参照）に変化させ、又、変

動権利画像を表示する領域（ＳＴ０）に表示された変動権利画像（ＫＩ）を予

告表示態様（図１７（３）参照）に変化させる（図１７～図２０参照）。この

ことから、本実施形態によれば、保留画像変化示唆演出が開始された場合と変

動権利画像変化示唆演出が開始された場合とで同じキャラ画像が表示されるの

で、遊技者は、これらの演出開始の際に、保留画像が変化するのか（つまり、

先の報知演出で大当りすることが期待できるのか）、それとも、変動権利画像

が変化するのか（つまり、今回の報知演出で大当りすることが期待できるのか）

の両方を期待することができる。また、本実施形態では、保留画像変化示唆演
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出が開始された時点と変動権利画像変化示唆演出が開始された時点とで、キャ

ラ画像の表示態様が同じとなるように制御している（図２０参照）。このこと

から、本実施形態によれば、遊技者は、これらの演出開始の際に、保留画像が

変化するのか（つまり、先の報知演出で大当りすることが期待できるのか）、

それとも、変動権利画像が変化するのか（つまり、今回の報知演出で大当りす

ることが期待できるのか）を判断できないので、（遊技経験が多い場合であっ

ても判断できず）両方を期待して楽しむことができる。」 

 

（１－６）「【０２０２】 

 また、上記した本実施形態において、変動権利画像変化示唆演出で変動権利

画像が予告表示態様に変化することで擬似連演出の実行を報知する構成を一例

に挙げた（図２３参照）。しかしながら、変動権利画像変化示唆演出で変動権

利画像が予告表示態様に変化することで他の演出（例えば、ＳＰＳＰリーチ演

出）の実行を報知する構成としてもよい。」 

 

イ 認定事項 

 上記「ア」から、次の（１－ａ）～（１－ｆ）の事項が認定できる。 

 

（１－ａ） 

 段落【００１２】には、「本発明の一実施形態に係るパチンコ遊技機１」と

記載され、段落【００６０】には、「第１特別図柄抽選又は第２特別図柄抽選

を実行し、第１特別図柄表示器４ａ又は第２特別図柄表示器４ｂに特別図柄を

変動表示させた後にこれらの抽選結果を示す停止図柄を表示」と記載され、段

落【００６２】には「特別図柄処理で特別図柄抽選に当選したと判定された場

合（大当りした場合）等に、大入賞口開閉部１１５を制御して大入賞口２３に

所定の開閉動作を行わせ、又、いわゆる大当り遊技演出等に関する各種コマン

ドを演出制御部４００に対して送信等するための大入賞口処理を実行する。こ

の処理によって、大当り遊技（特別遊技）が進行され、遊技者は多量の賞球を

獲得可能となる。」と記載されていることから、引用例１には、第１特別図柄

抽選又は第２特別図柄抽選を実行して特別図柄を変動表示させ、特別図柄抽選

に当選したと判定された場合、遊技者が多量の賞球を獲得可能な大当り遊技を

進行するように制御するパチンコ遊技機１が記載されているといえる。 

 

（１－ｂ） 

 段落【０１７５】には、「特別図柄抽選として第１特別図柄抽選が行われ、

又、保留画像として第１特別図柄抽選が保留されていることを示す画像が表示

されると共に変動権利画像として第１特別図柄抽選が実行されていることを示

す画像が表示される場合を例に説明するが、特別図柄抽選として第２特別図柄

抽選が行われる場合も同様である。」と記載され、段落【０１７６】には、

「画像表示部６の表示画面（以下、単に、画像表示部６という）には、装飾図

柄ＤＩ（ＤＩ１～ＤＩ３）、保留画像ＲＩ（ＲＩ１～ＲＩ４）、変動権利画像

ＫＩ、ステージＳＴ（ＳＴ０～ＳＴ４）が表示される。」と記載されているこ
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とから、引用例１には、第１特別図柄抽選若しくは第２特別図柄抽選が保留さ

れていることを示す保留画像又は第１特別図柄抽選若しくは第２特別図柄抽選

が実行されていることを示す変動権利画像を表示する画像表示部６が記載され

ているといえる。 

 

（１－ｃ） 

 段落【０１３６】には、「ＣＰＵ４０１は、開始する報知演出の実行中に、

保留画像変化示唆演出又は変動権利画像変化示唆演出が実行されることがステ

ップ１１３の処理によって設定されている場合には、設定された内容の演出を

この報知演出で実行する。」と記載され、段落【０１９０】には、「保留画像

変化示唆演出が開始された場合、図２０（１）に示すように画像表示部６の右

側に星を持った蜂７００が表示された後に、アイテム投げ演出が実行される場

合には、図２１（１）に示すように、保留画像ＲＩ０（図示なし）が移動した

変動権利画像ＫＩに対応する装飾図柄の変動中（報知演出中）において、蜂が

緑色の星を投げる。そして、図２１（２）に示すように投げた星が保留画像に

当った場合には、図２１（３）に示すように星が当った通常表示態様の保留画

像が星の色と同じ色の先読み予告表示態様に変化する。図２１（１）～（３）

の例では、アイテム投げ演出として、投げられた緑色の星が白色の保留画像Ｒ

Ｉ３に当って保留画像ＲＩ３が緑色の先読み予告表示態様に変化している。」

と記載されていることから、引用例１には、保留画像が緑色の先読み予告表示

態様に変化する保留画像変化示唆演出を実行するＣＰＵ４０１が記載されてい

るといえる。 

 

（１－ｄ） 

 段落【０１３６】には、「ＣＰＵ４０１は、開始する報知演出の実行中に、

保留画像変化示唆演出又は変動権利画像変化示唆演出が実行されることがステ

ップ１１３の処理によって設定されている場合には、設定された内容の演出を

この報知演出で実行する。」と記載され、段落【０１９３】には、「変動権利

画像変化示唆演出が開始された場合、図２０（１）に示すように画像表示部６

の右側に星を持った蜂が表示された後に、図２３（１）に示すように、保留画

像ＲＩ０（図示なし）が移動した変動権利画像ＫＩに対応する装飾図柄の変動

中（報知演出中）において、蜂が緑色の星を投げる。」および「投げた星が変

動権利画像に当った場合には、図２３（５）に示すように星が当った変動権利

画像が予告表示態様に変化して（つまり、装飾図柄の一部を覆い隠すように燃

え上がって）、現在実行中の報知演出において擬似連演出が実行されることが

報知される。」と記載され、段落【０２０２】には、「変動権利画像変化示唆

演出で変動権利画像が予告表示態様に変化することで他の演出（例えば、ＳＰ

ＳＰリーチ演出）の実行を報知する構成としてもよい。」と記載されているこ

とから、引用例１には、変動権利画像が装飾図柄の一部を覆い隠すように燃え

上がる予告表示態様に変化し、ＳＰＳＰリーチ演出が実行されることを報知す

る変動権利画像変化示唆演出を実行するＣＰＵ４０１が記載されているといえ

る。 
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（１－ｅ） 

 段落【０１８９】には、「保留画像変化示唆演出が開始された場合、図２０

（１）に示すように、画像表示部６の右側にキャラ画像（星を持った蜂）が表

示される。同様に、変動権利画像変化示唆演出が開始された場合も、図２０

（１）に示すように、画像表示部６の右側にキャラ画像（星を持った蜂）７０

０が表示される。このように、保留画像変化示唆演出が開始された場合と、変

動権利画像変化示唆演出が開始された場合とで、同じように、画像表示部６の

右側にキャラ画像（星を持った蜂の画像）７００が表示される。」と記載され

ていることから、引用例１には、「保留画像変化示唆演出および変動権利画像

変化示唆演出のいずれが開始された場合においても、同じように画像表示部６

の右側にキャラ画像である星を持った蜂７００が表示され」ることが記載され

ているといえる。 

 

（１－ｆ） 

 段落【００１２】には「本発明の一実施形態に係るパチンコ遊技機１」と記

載され、段落【０１８９】には、「保留画像変化示唆演出が開始された場合と、

変動権利画像変化示唆演出が開始された場合とで、同じように、画像表示部６

の右側にキャラ画像（星を持った蜂の画像）７００が表示される。このことか

ら、遊技者は、演出が開始された段階では、保留画像変化示唆演出が開始され

たのか、変動権利画像変化示唆演出が開始されたのか判らない。」と記載され、

段落【０１９０】には、「保留画像変化示唆演出が開始された場合、図２０

（１）に示すように画像表示部６の右側に星を持った蜂７００が表示された後

に、アイテム投げ演出が実行される場合には、図２１（１）に示すように、保

留画像ＲＩ０（図示なし）が移動した変動権利画像ＫＩに対応する装飾図柄の

変動中（報知演出中）において、蜂が緑色の星を投げる。」と記載され、段落

【０１９３】には、「変動権利画像変化示唆演出が開始された場合、図２０

（１）に示すように画像表示部６の右側に星を持った蜂が表示された後に、図

２３（１）に示すように、保留画像ＲＩ０（図示なし）が移動した変動権利画

像ＫＩに対応する装飾図柄の変動中（報知演出中）において、蜂が緑色の星を

投げる。」と記載されていることから、引用例１には、「保留画像変化示唆演

出および変動権利画像変化示唆演出のいずれが開始された場合においても、同

じようにキャラ画像である星を持った蜂７００が表示され、遊技者は演出が開

始された段階では保留画像変化示唆演出が開始されたのか変動権利画像変化示

唆演出が開始されたのか判らないものとなっており、保留画像変化示唆演出が

開始された場合は画像表示部６の右側に星を持った蜂７００が表示された後に

以降の演出が実行され、保留画像変化示唆演出が開始された場合は画像表示部

６の右側に星を持った蜂７００が表示された後に以降の演出が実行される、パ

チンコ遊技機１」が記載されているといえる。 

 

ウ 引用例１に記載された発明 

 上記（１－１）～（１－６）の記載事項および（１－ａ）～（１－ｆ）の認
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定事項を総合すると、引用例１には、次の発明が記載されていると認められる

（以下「引用発明」という。）。 

 

「ａ 第１特別図柄抽選又は第２特別図柄抽選を実行して特別図柄を変動表示

させ、特別図柄抽選に当選したと判定された場合、遊技者が多量の賞球を獲得

可能な大当り遊技を進行するように制御するパチンコ遊技機１であって、（認

定事項１－ａ） 

 ｂ 第１特別図柄抽選若しくは第２特別図柄抽選が保留されていることを示

す保留画像又は第１特別図柄抽選若しくは第２特別図柄抽選が実行されている

ことを示す変動権利画像を表示する画像表示部６と、（認定事項１－ｂ） 

 ｃ 保留画像が緑色の先読み予告表示態様に変化する保留画像変化示唆演出

を実行するＣＰＵ４０１と、（認定事項１－ｃ） 

 ｄ 変動権利画像が装飾図柄の一部を覆い隠すように燃え上がる予告表示態

様に変化し、ＳＰＳＰリーチ演出が実行されることを報知する変動権利画像変

化示唆演出を実行するＣＰＵ４０１とを備え、（認定事項１－ｄ） 

 ｅ 保留画像変化示唆演出および変動権利画像変化示唆演出のいずれが開始

された場合においても、同じように画像表示部６の右側にキャラ画像である星

を持った蜂７００が表示され、（認定事項１－ｅ） 

 ｆ 保留画像変化示唆演出および変動権利画像変化示唆演出のいずれが開始

された場合においても、同じようにキャラ画像である星を持った蜂７００が表

示され、遊技者は演出が開始された段階では保留画像変化示唆演出が開始され

たのか変動権利画像変化示唆演出が開始されたのか判らないものとなっており、

保留画像変化示唆演出が開始された場合は画像表示部６の右側に星を持った蜂

７００が表示された後に以降の演出が実行され、保留画像変化示唆演出が開始

された場合は画像表示部６の右側に星を持った蜂７００が表示された後に以降

の演出が実行される、パチンコ遊技機１。（認定事項１－ｆ）」 

 

（２）引用例２ 

ア 引用例２の記載事項 

 当審の拒絶の理由に引用文献２として引用された引用例２には、図面ととも

に以下の事項が記載されている。 

 

「【０３３９】 

 なお、上記サブアイコン５３は、現在変動中の当該保留アイコン５２０にも

付加されることがある。図４５は、当該保留アイコン５２０にサブアイコン５

３が付加された様子を示す図である。図４６は、当該保留アイコン５２０に複

数のサブアイコン５３が順次付加されていく様子を示す図である。 

【０３４０】 

 図４５および図４６に示すように、当該変動の開始時（当該保留アイコン５

２０に係る特別図柄の変動開始時）にサブアイコン５３が付加されていない場

合であっても、当該変動中の所定のタイミングでサブアイコン５３が順次付加

されることがある。例えば、図４６に示す例では、「ＳＰ」サブアイコン５３
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ａが付加され、さらに２つ目の「ＳＰ」サブアイコン５３ｂが付加されている。

これにより、当該変動において、ＳＰＳＰリーチ演出が行われることが示唆さ

れる。」 

５ 対比 

 本願発明と引用発明とを対比する（下記の（ａ）～（ｆ）は、引用発明の構

成に対応している。）。 

 

（ａ）引用発明において、遊技者が多量の賞球を獲得可能な大当り遊技を進行

することは、遊技者にとって有利な状態でゲームが進行することであるから、

引用発明の「遊技者が多量の賞球を獲得可能な大当り遊技を進行するように制

御する」ことは、本願発明の「遊技者にとって有利な有利状態に制御可能」で

あることに相当する。 

 また、パチンコ遊技機は遊技機の一種であるから、引用発明の「パチンコ遊

技機１」は、本願発明の「遊技機」に相当する。 

 

 よって、引用発明の「第１特別図柄抽選又は第２特別図柄抽選を実行して特

別図柄を変動表示させ、特別図柄抽選に当選したと判定された場合、遊技者が

多量の賞球を獲得可能な大当り遊技を進行するように制御するパチンコ遊技機

１」は、本願発明の「変動表示を行ない、遊技者にとって有利な有利状態に制

御可能な遊技機」に相当する。 

 

（ｂ）引用発明においては、第１特別図柄抽選又は第２特別図柄抽選を実行し

て特別図柄を変動表示させることから、第１特別図柄抽選若しくは第２特別図

柄抽選が保留されていることを示す保留画像又は第１特別図柄抽選若しくは第

２特別図柄抽選が実行されていることを示す変動権利画像は、変動表示に関す

る特定の表示を行うものであるといえる。したがって、引用発明の 

「第１特別図柄抽選若しくは第２特別図柄抽選が保留されていることを示す保

留画像又は第１特別図柄抽選若しくは第２特別図柄抽選が実行されていること

を示す変動権利画像」は、本願発明の「変動表示に関する特定表示」に相当す

るといえる。 

 

 よって、引用発明の「第１特別図柄抽選若しくは第２特別図柄抽選が保留さ

れていることを示す保留画像又は第１特別図柄抽選若しくは第２特別図柄抽選

が実行されていることを示す変動権利画像を表示する画像表示部６」は、本願

発明の「変動表示に関する特定表示を表示可能な特定表示手段」に相当する。 

 

（ｃ）引用発明において、保留画像の色を変化させることは、保留画像の表示

態様を変化させることであるから、引用発明の「保留画像が緑色の先読み予告

表示態様に変化する保留画像変化示唆演出」は、本願発明の「前記特定表示の

表示態様を変化させる変化演出」に相当するといえる。 

 よって、引用発明の「保留画像が緑色の先読み予告表示態様に変化する保留

画像変化示唆演出を実行するＣＰＵ４０１」は、本願発明の「前記特定表示の
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表示態様を変化させる変化演出を実行可能な変化演出実行手段」に相当する。 

 

（ｄ）引用発明の「変動権利画像が装飾図柄の一部を覆い隠すように燃え上が

る予告表示態様に変化し、ＳＰＳＰリーチ演出が実行されることを報知する変

動権利画像変化示唆演出」および本願発明の「前記特定表示に対して予告画像

を付加する付加演出」は、いずれも変動表示に関する特定表示に対して行われ

る予告演出である。 

 

 よって、引用発明の「変動権利画像が装飾図柄の一部を覆い隠すように燃え

上がる予告表示態様に変化し、ＳＰＳＰリーチ演出が実行されることを報知す

る変動権利画像変化示唆演出を実行するＣＰＵ４０１」と、本願発明の「前記

特定表示に対して予告画像を付加する付加演出を実行可能な付加演出実行手段」

とは、「前記特定表示に対して予告演出を実行可能な演出実行手段」である点

で共通する。 

 

（ｅ）引用発明において、画像表示部６の右側にキャラ画像である星を持った

蜂７００が表示されることは、演出の態様の一つであり、また、この表示は保

留画像変化示唆演出および変動権利画像変化示唆演出の開始時に共通して行わ

れるものである。 

 

 よって、引用発明の「保留画像変化示唆演出および変動権利画像変化示唆演

出のいずれが開始された場合においても、同じように画像表示部６の右側にキ

ャラ画像である星を持った蜂７００が表示され」ることと、本願発明の「前記

変化演出および前記付加演出では、演出の開始時の演出態様が共通」すること

とは、「前記変化演出および前記予告演出では、演出の開始時の演出態様が共

通」することで共通する。 

 

（ｆ）引用発明においては、保留画像変化示唆演出および変動権利画像変化示

唆演出のいずれが開始された場合においても、同じようにキャラ画像である星

を持った蜂７００が表示され、遊技者は演出が開始された段階では保留画像変

化示唆演出が開始されたのか変動権利画像変化示唆演出が開始されたのか判ら

ないものとなっていることから、引用発明の「キャラ画像である星を持った蜂

７００」は、本願発明の「前記変化演出を実行するか前記付加演出を実行する

かを遊技者が特定不能な態様の同一キャラクタの画像」に対応する。 

 また、引用発明においては、演出が開始されるとキャラ画像である星を持っ

た蜂７００が表示されて、その後に、保留画像変化示唆演出または変動権利画

像変化示唆演出の以降の演出が実行されることから、キャラ画像である星を持

った蜂７００が表示された後に保留画像変化示唆演出または変動権利画像変化

示唆演出に分岐しているといえる。 

 

 よって、引用発明の「保留画像変化示唆演出および変動権利画像変化示唆演

出のいずれが開始された場合においても、同じようにキャラ画像である星を持
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った蜂７００が表示され、遊技者は演出が開始された段階では保留画像変化示

唆演出が開始されたのか変動権利画像変化示唆演出が開始されたのか判らない

ものとなっており、保留画像変化示唆演出が開始された場合は画像表示部６の

右側に星を持った蜂７００が表示された後に以降の演出が実行され、保留画像

変化示唆演出が開始された場合は画像表示部６の右側に星を持った蜂７００が

表示された後に以降の演出が実行される、パチンコ遊技機１」と、本願発明の

「前記演出の開始時の演出態様として、前記変化演出および前記付加演出で、

前記変化演出を実行するか前記付加演出を実行するかを遊技者が特定不能な態

様の同一キャラクタの画像を表示した後に、前記変化演出または前記付加演出

に分岐する、遊技機」とは、「前記演出の開始時の演出態様として、前記変化

演出および前記予告演出で、前記変化演出を実行するか前記予告演出を実行す

るかを遊技者が特定不能な態様の同一キャラクタの画像を表示した後に、前記

変化演出または前記予告演出に分岐する、遊技機」で共通する。 

 

 したがって、本願発明と引用発明とは、 

「Ａ 変動表示を行ない、遊技者にとって有利な有利状態に制御可能な遊技機

であって、 

Ｂ 変動表示に関する特定表示を表示可能な特定表示手段と、 

Ｃ 前記特定表示の表示態様を変化させる変化演出を実行可能な変化演出実行

手段と、 

Ｄ’前記特定表示に対して予告演出を実行可能な演出実行手段とを備え、 

Ｅ’前記変化演出および前記予告演出では、演出の開始時の演出態様が共通し、 

Ｆ’前記演出の開始時の演出態様として、前記変化演出および前記予告演出で、

前記変化演出を実行するか前記予告演出を実行するかを遊技者が特定不能な態

様の同一キャラクタの画像を表示した後に、前記変化演出または前記予告演出

に分岐する、遊技機。」 

である点で一致し、以下の点で相違する。 

 

［相違点］ 

 本願発明は、同一キャラクタの画像を表示した後に、変化演出と分岐する予

告演出が、特定表示に対して予告画像を付加する付加演出であるのに対して、

引用発明は、変動権利画像（特定表示）が装飾図柄の一部を覆い隠すように燃

え上がる予告表示態様に変化してＳＰＳＰリーチ演出が実行されることを報知

する変動権利画像変化示唆演出である点。（構成Ｄ、Ｅ、Ｆ） 

 

６ 判断 

（１）相違点についての検討 

 引用例２の段落【０３３９】、【０３４０】には、現在変動中の当該保留ア

イコン５２０に「ＳＰ」サブアイコン５３ａを付加することにより、ＳＰＳＰ

リーチ演出が行われることを示唆することが記載されている（以下「引用例２

記載の事項」という。）。 

 そして、引用発明および引用例２記載の事項は、いずれも現在変動中の当該
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保留を示す画像を変化させることにより、ＳＰＳＰリーチ演出が実行されるこ

とを報知する点で共通するものである。 

 よって、引用発明に引用例２記載の事項を適用し、引用発明において、変動

権利画像変化示唆演出が実行された際のＳＰＳＰリーチ演出が実行されること

を報知する予告表示態様として、変動権利画像に「ＳＰ」サブアイコンの画像

を付加する予告表示態様を採用し、上記相違点に係る本願発明の構成とするこ

とは、当業者が容易になし得たことである。 

 

（２）本願発明が奏する効果について 

 上記相違点によって本願発明が奏する効果は、当業者が引用発明および引用

例２記載の事項から予測し得る程度のものであって、格別のものではない。 

 

（３）請求人の主張について 

 請求人は、意見書において、「審判官殿は、引用文献２には、『図４６に示

す例では、『ＳＰ』サブアイコン５３ａが付加され、さらに２つ目の『ＳＰ』

サブアイコン５３ｂが付加されている。これにより、当該変動において、ＳＰ

ＳＰリーチ演出が行われることが示唆される。』ことが記載されていると認定

された上で、引用文献１記載の発明に対して、引用文献２記載の発明を適用す

ることにより、本願発明の進歩性を否定されております。 

 ここで、引用文献１記載のハチ画像７００に対して、引用文献２記載のサブ

アイコン５３ａ、５３ｂを適用する際に、当業者であれば、サブアイコン５３

ａ、５３ｂを持たせない態様で該ハチ画像７００を登場させようとする筈があ

りません。 

 何故ならば、付加演出を実行する場合において、サブアイコン５３ａ、５３

ｂを持たせない態様で該ハチ画像７００を登場させた場合には、該ハチ画像７

００とは関係なく、唐突に変動権利画像にサブアイコン５３ａ、５３ｂが付加

されることになり、不自然な演出が実行されることになるからです。 

 また、引用文献１の段落［０１９０］などには、ハチ画像７００はアイテム

を持って登場する旨が記載されています。 

 したがって、引用文献１記載の『アイテムを持って登場するハチ画像７００』

に対して、引用文献２記載の『サブアイコン５３ａ、５３ｂ』を適用しようと

する当業者であれば、『付加演出を実行する場合には、アイテムとしてサブア

イコン５３ａ、５３ｂを持つハチ画像７００を登場させ、変化演出を実行する

場合には、アイテムとして色が付いた星（引用文献１の図１８）を持つハチ画

像７００を登場させる』発明（以下、組合せ発明といいます。）に想到します。 

 この組合せ発明は、『変化演出を実行するか付加演出を実行するかを遊技者

が特定可能な態様でハチ画像７００を表示した後に、前記変化演出または前記

付加演出に分岐する』という発明です。』 

・・（中略）・・ 

 また、補正後の本願発明２は、『前記変化演出を実行するか前記付加演出を

実行するかを遊技者が特定不能な態様の同一キャラクタの画像を表示した後に、

前記変化演出または前記付加演出に分岐する』という構成（以下、構成Ｙとい
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います。）を有します（構成Ｇ参照）。 

 組合せ発明は、『変化演出を実行するか付加演出を実行するかを遊技者が特

定可能な態様でハチ画像７００を表示した後に、前記変化演出または前記付加

演出に分岐する』という発明になることから、引用文献１記載の発明に引用文

献２記載の発明を組合わせたとしても、構成Ｙに想到することはありません。」

と主張している（平成３０年７月２６日付け意見書の「（４）拒絶理由（４－

２）進歩性について」参照。）。 

 すなわち、当該主張は、引用文献１（引用例１）に記載の発明において、サ

ブアイコンを持たせない態様でハチ画像７００を登場させて、ハチ画像７００

とは関係なく、唐突に変動権利画像にサブアイコンが付加されると不自然な演

出となることから、引用例１記載の発明に引用文献２（引用例２）記載のサブ

アイコンを付加する構成を適用した場合、付加演出（変動権利画像変化示唆演

出）を実行する際にはアイテムとしてサブアイコンを持つハチ画像７００を登

場させる一方、変化演出（保留画像変化示唆演出）を実行する際にはアイテム

として色が付いた星を持つハチ画像７００を登場させるものとなり、本願発明

の「前記変化演出を実行するか前記付加演出を実行するかを遊技者が特定不能

な態様の同一キャラクタの画像を表示した後に、前記変化演出または前記付加

演出に分岐する」ものとは異なるというものである。 

 

 しかしながら、引用例１に記載の発明は、保留画像変化示唆演出および変動

権利画像変化示唆演出の演出開始時に同じ蜂の画像を表示させることにより、

保留画像変化示唆演出および変動権利画像変化示唆演出の両方を期待して楽し

むことができるという効果を奏するものであり（段落【０１９５】）、仮に、

このような発明において、演出開始時に異なる蜂の画像を表示させてしまうと、

上記の効果が奏されないこととなってしまうから、引用例１に記載の発明に、

引用例２記載の事項のサブアイコンを付加する構成を適用した場合においても、

保留画像変化示唆演出および変動権利画像変化示唆演出の演出開始時に異なる

蜂の画像を表示させることは通常想定されない。 

 

 また、引用例１に記載の発明は、変動権利画像変化示唆演出の演出開始時に、

緑の星を持った蜂が登場し、蜂が投げた緑の星が変動権利画像に当たって装飾

図柄の一部を覆い隠すように燃え上がる予告表示態様に変化するものであって、

演出の開始時に、炎と直接関係するような炎のアイコン等を持った蜂が登場す

るものではなく、予告表示態様の炎とは直接関係の無い緑の星を持った蜂を登

場させるものである（段落【０１９３】）。 

 

 したがって、引用例１に記載の発明において、保留画像変化示唆演出および

変動権利画像変化示唆演出の演出開始時に同じキャラ画像である緑の星を持っ

た蜂を表示させるとともに、変動権利画像変化示唆演出の実行の際、緑の星を

持った蜂とは直接関係の無い変動権利画像を燃え上がる予告表示態様に代えて、

変動権利画像に緑の星を持った蜂とは直接関係の無い「ＳＰ」サブアイコンの

画像を付加する引用例２記載の事項に示された予告表示態様を採用することは、
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当業者が容易になし得たことである。 

 

 よって、請求人の上記主張は採用できない。 

 

７ まとめ 

 以上のとおり、本願発明は、引用発明及び引用例２記載の事項に基づいて当

業者が容易に発明をすることができたものであるから、特許法第２９条第２項

の規定により特許を受けることができない。 

 したがって、他の請求項について検討するまでもなく、本願は、拒絶される

べきものである。 

 よって、結論のとおり審決する。 

 

  平成３０年９月１０日 

 

審判長 特許庁審判官 平城 俊雅 

特許庁審判官 田付 徳雄 

特許庁審判官 安久 司郎 

 

（行政事件訴訟法第４６条に基づく教示） 

 この審決に対する訴えは、この審決の謄本の送達があった日から３０日（附

加期間がある場合は、その日数を附加します。）以内に、特許庁長官を被告と

して、提起することができます。 
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